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大田市長  



大田市条例第１号 

大田市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

３条の２第１項の規定に基づき、市長若しくは市の委員会の委員若

しくは委員又は市の職員（同法第２４３条の２の２第３項の規定に

よる賠償の命令の対象となるものを除く。以下「市長等」という。

）の市に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し

必要な事項を定めるものとする。 

（損害賠償責任の一部免責） 

第２条 市は、市長等の市に対する損害を賠償する責任を、市長等が

職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、市長等が賠

償の責任を負う額から、市長等に係る基準給与年額（地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１７３条第１項第１号に規定す

る普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。）に、次の各号

に掲げる市長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額

を控除して得た額について免れさせる。 

⑴ 市長 ６ 

⑵ 副市長、教育長、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員又

は監査委員 ４ 

⑶ 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員

会の委員、消防長又は病院事業管理者 ２ 

⑷ 市の職員（前２号に掲げる市の職員を除く。） １ 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



大田市条例第２号 

大田市小規模集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例 

大田市小規模集会所の設置及び管理に関する条例（平成１７年大田

市条例第１４３号）の一部を次のように改正する。 

別表温泉津会館の項及び小浜会館の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



大田市条例第３号 

大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改

正する条例 

大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例（平成１７年大

田市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１市長の項中「７８万円」を「８２万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（給料月額の特例） 

２ この条例の施行の際現に在職する市長が、令和５年４月１日から

令和７年１０月２９日までの間において引き続き在職する場合にあ

っては、この条例による改正後の大田市市長、副市長及び教育長の

給与に関する条例別表第１の規定は適用せず、なお従前の例による。 



大田市条例第４号 

大田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

大田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年大田市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図る

ため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備

の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組

等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における

安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等

における安全に関する事項についての計画（以下この条において「

安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を

講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知する

とともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者

との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の

内容等について周知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要

に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、

取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運

行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利

用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳

幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業所を除く。）は、利用

乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席

並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を



有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼

児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常

的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼

児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所

在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならな

い。 

第１０条中「ときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に

限り」を加え、同条ただし書を削る。 

第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染

症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予

防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。  

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１３条の

改正規定は、公布の日から施行する。 



大田市条例第５号 

大田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 

大田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（平成２６年大田市条例第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第

３号」に改め、同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各

号」に改め、同項第２号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第

１号」に改め、同項第３号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条

第２号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に改める。 

第６条第２項中「係る法第１９条第１項第１号」を「係る法第１９

条第１号」に、「利用している法第１９条第１項第１号」を「利用し

ている同号」に、「の法第１９条第１項第１号」を「の同号」に改め、

同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「

同項第２号」を「同条第２号」に改める。 

第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改める。 

第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。 

第１３条第４項第３号ア（ア）中「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に改め、同号ア（イ）中「第１９条第１項第２号」を

「第１９条第２号」に改める。 

第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改め

る。 

第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に改める。 

第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に改め、同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号

」に、「利用している法第１９条第１項第２号」を「利用している同



条第２号」に、「定められた法第１９条第１項第２号」を「定められ

た法第１９条第２号」に改め、同条第３項中「法第１９条第１項第１

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

」とあるのは「法第１９条第１項第１号又は第２号」を「同号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とある

のは「同号又は同条第２号」に改め、「、「法第１９条第１項第１号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるの

は「法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数」と」を削る。 

第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に改め、同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号

」に、「利用している法第１９条第１項第１号」を「利用している同

条第１号」に、「定められた法第１９条第１項第１号」を「定められ

た法第１９条第１号」に改め、同条第３項中「係る法第１９条第１項

第１号」を「係る法第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」

を「第１９条第２号」に、「、「法第１９条第１項第１号」を「、「

同号」に改め、「に該当する教育・保育給付認定子どもの総数」を削

り、「法第１９条第１項第１号又は第２号」を「同条第１号又は第２

号」に改め、「、第１３条第２項中」の前に「、「同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員」とあるのは「同条第１号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」と」を加える。 

第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を

「第１９条第３号」に改める。 

第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に改め、同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号

」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条

第３項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に、「係る

法第１９条第１項第１号」を「係る法第１９条第１号」に、「法第１

９条第１項第１号又は第３号」を「同号又は同条第３号」に、「第１

９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「対象となる法第１９

条第１項第１号」を「対象となる法第１９条第１号」に改める。 



第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に改め、同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号

」に、「法第１９条第１項第３号」を「同条第３号」に、「第１９条

第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９

条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２６条の

改正規定は、公布の日から施行する。 



大田市条例第６号 

大田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

大田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年大田市条例第３２号）の一部を次のように改正す

る。 

第６条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図

るため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育

成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での

活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の

日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放

課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画

（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全

計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周

知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければな

らない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護

者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組

の内容等について周知しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、

必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活

動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運

行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者

の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を

確認しなければならない。 

第１２条の次に次の１条を加える。 



（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事

業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する

支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の

業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう

努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを

行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとす

る。 

第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染

症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予

防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、この条例

による改正後の大田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例第６条の２の規定の適用については、同条第

１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、

同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めな

ければ」と、同条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知す

るよう努めなければ」とする。 



大田市条例第７号 

大田市子ども・子育て支援推進会議条例の一部を改正する条例 

大田市子ども・子育て支援推進会議条例（平成２５年大田市条例第

１４号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



大田市条例第８号 

大田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

大田市国民健康保険条例（平成１７年大田市条例第１１８号）の一

部を次のように改正する。 

第５条の２第１項中「４０８，０００円」を「４８８，０００円」

に改める。 

第１２条の６の１２中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

第１５条の２第１項第２号中「２８５，０００円」を「２９万円」

に改め、同項第３号中「５２万円」を「５３５，０００円」に改め、

同条第３項中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大田市国民健康保険条例第５条の２の規

定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児

一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児

一時金については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の大田市国民健康保険条例第１２条の６の

１２及び第１５条の２の規定は、令和５年度以後の年度分の保険料

について適用し、令和４年度以前の年度分の保険料については、な

お従前の例による。 



大田市条例第９号 

大田市手数料条例の一部を改正する条例 

大田市手数料条例（平成１７年大田市条例第５８号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第４の２第１号アを次のように改める。 

ア 計画の認定を受けようとす

る建築物が一戸建ての住宅（

人の居住の用以外の用途に供

する部分を有しないものに限

る。以下この号及び次号にお

いて同じ。）の場合 

 

(ア) 当該住宅について建築

物エネルギー消費性能基準

等を定める省令（平成２８

年経済産業省・国土交通省

令第１号。以下この号及び

次号において「省令」とい

う。）第１０条第２号イ(

１)及び同号ロ(１)の基準

（以下この号及び次号にお

いて「誘導標準計算基準」

という。）を用いて評価を

行う場合 

 

a 床面積の合計が２００

平方メートル未満のもの 

３４，０００円（住宅基準適合証

等の提出がある場合にあっては、

５，０００円） 

b 床面積の合計が２００

平方メートル以上５００

平方メートル以内のもの 

３８，０００円（住宅基準適合証

等の提出がある場合にあっては、

５，０００円） 

(イ) 当該住宅について省令

第１０条第２号イ(２)及び

 



同号ロ(２)の基準（以下こ

の号及び次号において「誘

導仕様基準」という。）を

用いて評価を行う場合 

a 床面積の合計が２００

平方メートル未満のもの 

１８，０００円（住宅基準適合証

等の提出がある場合にあっては、

５，０００円） 

b 床面積の合計が２００

平方メートル以上５００

平方メートル以内のもの 

１９，０００円（住宅基準適合証

等の提出がある場合にあっては、

５，０００円） 

別表第４の２第１号イ中「建築物エネルギー消費性能基準等を定め

る省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号。以下この号及

び次号において「省令」という。）」を「省令」に改め、「あっては

(ウ)」及び「及び(ウ)」の次に「又は(エ)」を加え、同号イ(ア)及び

同号イ(イ)中「５００平方メートル未満」を「５００平方メートル以

内」に改め、同号イ(ウ)中「住宅部分について」の次に「誘導標準計

算基準を用いて」を加え、「５００平方メートル未満」を「５００平

方メートル以内」に改め、同号イに次のように加える。 

(エ) 当該建築物の住宅部分

について誘導仕様基準を用

いて評価を行う場合 

 

a 住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

３２，０００円（住宅基準適合証

等の提出がある場合にあっては、

１０，０００円） 

b 住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上５００平方メートル

以内のもの 

５７，０００円（住宅基準適合証

等の提出がある場合にあっては、

２０，０００円） 

別表第４の２第２号アを次のように改める。 

ア 一戸建ての住宅に係る計画

の変更の認定を受けようとす

 



る場合 

(ア) 当該住宅について誘導

標準計算基準を用いて評価

を行う場合 

 

a 計画の変更に係る床面

積の合計が２００平方メ

ートル未満のもの 

１７，０００円（変更後の計画に

係る住宅基準適合証等の提出があ

る場合にあっては、３，０００円

） 

b 計画の変更に係る床面

積の合計が２００平方メ

ートル以上５００平方メ

ートル以内のもの 

１９，０００円（変更後の計画に

係る住宅基準適合証等の提出があ

る場合にあっては、３，０００円

） 

(イ) 当該住宅について誘導

仕様基準を用いて評価を行

う場合 

 

a 計画の変更に係る床面

積の合計が２００平方メ

ートル未満のもの 

９，０００円（変更後の計画に係

る住宅基準適合証等の提出がある

場合にあっては、３，０００円） 

b 計画の変更に係る床面

積の合計が２００平方メ

ートル以上５００平方メ

ートル以内のもの 

１０，０００円（変更後の計画に

係る住宅基準適合証等の提出があ

る場合にあっては、３，０００円

） 

別表第４の２第２号イ中「あっては(ウ)」及び「及び(ウ)」の次に

「又は(エ)」を加え、同号イ(ア)ａ中「の床面積の合計」を「（床面

積の増加に係る部分を除く。）の床面積の２分の１の面積と当該計画

の変更に係る部分の面積のうち床面積の増加に係る部分の床面積との

合計（以下この号において「計画の変更に係る部分の床面積の合計」

という。）」に改め、同号イ(ア)ｂ中「５００平方メートル未満」を

「５００平方メートル以内」に改め、同号イ(イ)中「５００平方メー

トル未満」を「５００平方メートル以内」に改め、同号イ(ウ)中「住

宅部分について」の次に「誘導標準計算基準を用いて」を加え、「５



００平方メートル未満」を「５００平方メートル以内」に改め、同号

イに次のように加える。 

(エ) 当該建築物の住宅部分

について誘導仕様基準を用

いて評価を行う場合 

 

a 住宅部分の計画の変更

に係る部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

３２，０００円（変更後の計画に

係る住宅基準適合証等の提出があ

る場合にあっては、１０，０００

円） 

b 住宅部分の計画の変更

に係る部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上５００平方メートル

以内のもの 

５７，０００円（変更後の計画に

係る住宅基準適合証等の提出があ

る場合にあっては、２０，０００

円） 

別表第４の３第５号ア(ア)ａ中「の床面積の合計」を「（床面積の

増加に係る部分を除く。）の床面積の２分の１の面積と当該計画の軽

微な変更に係る部分の面積のうち床面積の増加に係る部分の床面積と

の合計（以下この号において「軽微な変更に係る部分の床面積の合計

」という。）」に改める。 

別表第４の３第７号ア(ア)中「あってはｃ」及び「及びｃ」の次に

「又はｄ」を加え、同号ア(ア)ｃ中「住宅部分について」の次に「省

令第１０条第２号イ(１)及び同号ロ(１)の基準（以下この号及び次号

において「誘導標準計算基準」という。）を用いて」を加え、同号ア

(ア)に次のように加える。 

d 当該建築物の住宅部分

について省令第１０条第

２号イ(２)及び同号ロ

(２)の基準（以下この号

及び次号において「誘導

仕様基準」という。）を

 



用いて評価を行う場合 

(a) 住宅部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

３２，０００円（住宅誘導基準適

合証等の提出がある場合にあって

は、１０，０００円） 

(b) 住宅部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートル以上５００平方

メートル以内のもの 

５６，０００円（住宅誘導基準適

合証等の提出がある場合にあって

は、２０，０００円） 

別表第４の３第７号ア(イ)を次のように改める。 

(イ) 計画の認定を受けよう

とする建築物が一戸建ての

住宅（非住宅部分を有しな

いものに限る。以下この項

において同じ。）の場合 

 

a 当該建築物について誘

導標準計算基準を用いて

評価を行う場合  

 

(a) 床面積の合計が２

００平方メートル未満

のもの 

３４，０００円（住宅誘導基準適

合証等の提出がある場合にあって

は、５，０００円） 

(b) 床面積の合計が２

００平方メートル以上

５００平方メートル以

内のもの 

３７，０００円（住宅誘導基準適

合証等の提出がある場合にあって

は、５，０００円） 

b 当該建築物について誘

導仕様基準を用いて評価

を行う場合  

 

(a) 床面積の合計が２

００平方メートル未満

のもの 

１８，０００円（住宅誘導基準適

合証等の提出がある場合にあって

は、５，０００円） 



(b) 床面積の合計が２

００平方メートル以上

５００平方メートル以

内のもの 

１９，０００円（住宅誘導基準適

合証等の提出がある場合にあって

は、５，０００円） 

別表第４の３第８号ア(ア)中「あってはｃ」及び「及びｃ」の次に

「又はｄ」を加え、同号ア(ア)ｃ中「住宅部分について」の次に「誘

導標準計算基準を用いて」を加え、同号ア(ア)に次のように加える。 

d 当該建築物の住宅部分

について誘導仕様基準を

用いて評価を行う場合 

 

(a) 住宅部分の計画の

変更に係る部分の床面

積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

３２，０００円（住宅誘導基準適

合証等の提出がある場合にあって

は、１０，０００円） 

(b) 住宅部分の計画の

変更に係る部分の床面

積の合計が３００平方

メートル以上５００平

方メートル以内のもの 

５６，０００円（住宅誘導基準適

合証等の提出がある場合にあって

は、２０，０００円） 

別表第４の３第８号ア(イ)を次のように改める。 

(イ) 当該変更する建築物が

一戸建ての住宅の場合 

 

a 当該建築物について誘

導標準計算基準を用いて

評価を行う場合 

 

(a) 計画の変更に係る

床面積の合計が２００

平方メートル未満のも

の 

１７，０００円（住宅誘導基準適

合証等の提出がある場合にあって

は、３，０００円） 

(b) 計画の変更に係る

床面積の合計が２００

１９，０００円（住宅誘導基準適

合証等の提出がある場合にあって



平方メートル以上５０

０平方メートル以内の

もの 

は、３，０００円） 

b 当該建築物について誘

導仕様基準を用いて評価

を行う場合 

 

(a) 計画の変更に係る

床面積の合計が２００

平方メートル未満のも

の 

９，０００円（住宅誘導基準適合

証等の提出がある場合にあって

は、３，０００円） 

(b) 計画の変更に係る

床面積の合計が２００

平方メートル以上５０

０平方メートル以内の

もの 

１０，０００円（住宅誘導基準適

合証等の提出がある場合にあって

は、３，０００円） 

別表第４の３第１０号ア(エ)中「第１条第１項第２号イ(２)(ii)」

を「第１条第１項第２号イ(２)」に改め、同号ウ中「第１条第１項第

２号イ(２)(i)」を「第１条第１項第２号イ(２)」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



大田市条例第１０号 

大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

大田市体育施設の設置及び管理に関する条例（平成１７年大田市条

例第９５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

「 

大国地区運動場 大田市仁摩町大国１２６９番地 

馬路地区運動場 大田市仁摩町馬路８３６番地１ 

                             」を

「 

大国地区運動場 大田市仁摩町大国１２６９番地 

                             」に

改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



大田市条例第１１号 

大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関

する条例及び大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条

例を廃止する条例 

大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する

条例（平成１７年大田市条例第１５６号）及び大田市遊漁対策管理所

の設置及び管理に関する条例（平成１７年大田市条例第１７８号）は、

廃止する。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



大田市条例第１２号 

大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正

する条例 

大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例（平成２１年大田

市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

別表議長の項報酬の欄中「３９０,０００円」を「４２０,０００円

」に、副議長の項報酬の欄中「３３０,０００円」を「３７０,０００

円」に、議員の項報酬の欄中「３１０,０００円」を「３５０,０００

円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


